
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荘川町において、令和７年（２０２５年）４月に義務教育学校として新設校を開校するにあたり、子どもや

保護者、地域住民などに永く愛され、親しまれる校名を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校名
こうめい

募集
ぼしゅう

 

令和５年 

７／２６ 

～８／１６ 

地 域 の 想 い が 形 に ！ 

令和７年４月開校予定 

高山市○初の義務教育学校 

◎募集内容 

・義務教育学校の「校名」と「よみがな」 

・校名の理由（願いなど） 

◎応募資格 

・荘川町在住  

・荘川町在勤   

・荘川町出身  

◎応募方法 

(1)応募用紙（裏面）による応募 

 ・応募用紙を荘川町まちづくり協議会（新渕）に設置してある応募箱に投函 

 ・郵送の場合は、荘川町まちづくり協議会（高山市荘川町新渕 430-1）へ送料応募者負担で送付 

(2)Ｗｅｂサイトによる応募 

・下記 URLもしくはＱＲコードから、応募フォームにアクセスし、 

必要事項を記入する。 

     応募フォーム URL：https://forms.gle/1jKAhE4dNYfV8u6M9 

荘川の子を育むための検討委員会 

◎応募条件 

・応募は一人１点 

・商標等の他者の著作権を侵害しないもの 

・漢字を使用する場合は常用漢字を使用 

≪問い合わせ先≫ 

荘川の子を育むための検討委員会 

校名部会事務局 

高山市荘川町猿丸２７番地 

荘川中学校内 （℡：05769-2-2107） 

荘川を離れて住んでいる

ご家族（荘川の学校を卒

業された方）にも、ぜひ紹

介してください。 

※義務教育学校完成イメージ 



応募用紙 

◆わたしが考えた校名 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆この校名にした理由・校名に込めた願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏    名  

住    所  

連  絡  先 

（電話もしくはメールアドレス） 
 

よみがな： 

校  名 ： 

注意事項 

・必要事項（氏名・住所・連絡先）が記入されていない場合は無効となることがあります。 

・応募された校名案については、他の案と合成したり、一部を変更したりする場合があります。 

・応募にご提供いただいた氏名、連絡先の個人情報は、この目的以外に一切使用しません。 

・応募された校名案に関する権利は、高山市教育委員会及び荘川の子を育むための検討委員会（荘川町ま

ちづくり協議会）に帰属します。 

・応募にかかる郵送代等の費用は、応募者負担とします。 

・応募用紙の返却や応募者へ個別に結果通知はしません。 

・選定の経緯及び選考結果についての異議申し立ては受け付けません。 

・必ずしも〇〇学校や〇〇義務教育学校とする必要はありません。（〇〇学園なども可） 

・一貫教育（保・小・中）の施設です。〇〇小学校や〇〇中学校は避けてください。 

※この用紙はコピーして使用して構

いません。 

※荘川町まちづくり協議会の HP か

らもダウンロードできます。 


